
輸送の安全に関する情報（2020 年度） 

   （事故類型別の事故件数） 

 

※1 代替車又は後続便等で輸送を継続 

当社は関東運輸局より、運転者に対する国土交通大臣が告示で定める輸送 

    の安全確保についての指導監督が不適であった事に対する行政処分を受けました。 

    本処分を重く受け止め、法令を遵守するとともに輸送の安全を確保するため 

職務を遂行するよう指導監督に努めます。 

 

該 当 項 目 100 万㌔当り件数（総件数） 

有責運転事故 
死  傷 0.05 件（ 1 件） 

車  内 0.05 件（ 1 件） 

車 両 故 障 0.60 件（12 件）※1 


